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施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

                            （
施
行
の
日
＝
平
成
十
三
年
四
月
一日
）

　

租
税
特
別
措
置
法

　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）（
抄
）

（
相
続
税
の
物
納
の
特
例
）

第
七
十
条
の
十
二　

税
務
署
長
は
、相
続
税
法
第
四
十
一条
第
一項
に
規
定
す
る
納
税
義

務
者
が
同
項
、同
法
第
四
十
五
条
第
一項
又
は
第
四
十
八
条
の
二
第
一項
の
規
定
に
よ

る
物
納
の
許
可（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て「
物
納
の
許
可
」と
い
う
。）を
申
請
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
い
て
、当
該
物
納
に
充
て
よ
う
と
す
る
財
産
が
美
術
品
の
美
術
館

に
お
け
る
公
開
の
促
進
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
九
号
）第
二
条
第

三
号
に
規
定
す
る
登
録
美
術
品（
当
該
物
納
の
許
可
の
申
請
に
係
る
相
続
の
開
始
時

に
お
い
て
既
に
同
法
第
三
条
第
一項
に
規
定
す
る
登
録
を
受
け
て
い
る
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て「
特
定
登
録
美
術
品
」と
い
う
。）で
あ
る
と
き
は
、

当
該
特
定
登
録
美
術
品
に
つい
て
は
、当
該
納
税
義
務
者
の
申
請
に
よ
り
、相
続
税
法

第
四
十
一条
第
五
項（
同
法
第
四
十
五
条
第
二
項
又
は
第
四
十
八
条
の
二
第
六
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、物
納
の
許
可
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、相
続
税
法
第
四
十
二
条
第
一
項

（
同
法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第
四
十
八
条

の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
書
に
、物
納
に
充
て
よ
う
と
す
る
特
定
登
録
美
術
品

の
種
類
及
び
価
額
そ
の
他
当
該
特
定
登
録
美
術
品
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書

類
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、こ
れ
を
納
税
地
の
所
轄
税
務

署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。こ
の
場
合
に
お
い
て
、こ
れ
ら
の
書
類
は
、同
法

第
四
十
二
条
第
一項
に
規
定
す
る
物
納
手
続
関
係
書
類
と
み
な
す
。

　

登
録
美
術
品
登
録
基
準

　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
十
年
十
一月
二
十
七
日　

文
部
省
告
示
第
百
五
十
八
号
）

最
終
改
正　

令
和
三
年
四
月
一日
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
号

　
（
趣
旨
）

第
一
条　

美
術
品
の
美
術
館
に
お
け
る
公
開
の
促
進
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
年
法
律

第
九
十
九
号
。以
下「
法
」と
い
う
。）第
三
条
第
一項
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
美
術
品
の
基
準
は
、こ
の
基
準
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
（
登
録
の
基
準
）

第
二
条　

法
第
三
条
第
二
項
第
一号
に
該
当
す
る
美
術
品
は
、次
項
に
定
め
る
各
号
の
い

ず
れ
か一の
種
類
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

２　

法
第
三
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
美
術
品
は
、世
界
文
化
の
見
地
か
ら
貴
重

な
も
の
で
あ
って
、次
の
各
号
の
い
ず
れ
か一の
種
類
の
う
ち
、当
該
各
号
の
種
類
ご
と
に

定
め
ら
れ
た
基
準
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

絵
画　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　
制
作
が
優
秀
な
も
の

　
ロ　

絵
画
史
上
特
に
意
義
が
あ
る
も
の

二　

彫
刻　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　
制
作
が
優
秀
な
も
の

ロ　

彫
刻
史
上
特
に
意
義
が
あ
る
も
の

三　
工
芸
品　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　
制
作
が
優
秀
な
も
の

ロ　

工
芸
史
上
特
に
意
義
が
あ
る
も
の

四　
文
字
資
料　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　
制
作
が
優
秀
な
も
の

ロ　

文
化
史
上
特
に
意
義
が
あ
る
も
の

五　
考
古
資
料　

出
土
品
で
あ
って
、学
術
上
特
に
意
義
が
あ
る
も
の

六　
歴
史
資
料　

歴
史
上
の
重
要
な
事
象
又
は
人
物
に
関
す
る
遺
品
で
あ
っ
て
、学

術
上
特
に
意
義
が
あ
る
も
の

七　
複
合
資
料　

異
な
る
種
類
の
美
術
品
が
系
統
的
又
は
統
一
的
に
ま
と
ま
っ
て
存

在
す
る
こ
と
に
よ
り
、特
に
意
義
が
あ
る
も
の

八　
前
各
号
の
種
類
以
外
の
種
類　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ　
制
作
が
優
秀
な
も
の

ロ　

当
該
種
類
を
対
象
と
す
る
美
術
史
上
特
に
意
義
が
あ
る
も
の

３　

前
二
項
の
美
術
品
の
う
ち
、当
該
美
術
品
の
構
造
、形
式
、材
質
そ
の
他
の
特
徴
及

び
そ
の
保
管
に
係
る
技
術
の
開
発
の
状
況
を
勘
案
し
、そ
の
公
開
及
び
保
管
に
関
し

特
に
注
意
を
要
す
る
と
文
化
庁
長
官
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、前
二
項
に
定
め
る

基
準
の
ほ
か
、当
該
美
術
品
を
適
切
に
公
開
及
び
保
管
を
す
る
た
め
の
環
境
そ
の
他

の
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
要
件
を
備
え
る
美
術
館
と
登
録
美
術
品
公
開
契
約
が
締

結
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

４　

当
該
美
術
品
の
制
作
者
が
生
存
中
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、前
二
項
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、次
の
各
号
に
定
め
ら
れ
た
基
準
の
全
て
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一　 

制
作
後
、原
則
と
し
て
十
年
を
経
過
し
た
も
の

二　
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
美
術
館
が
開
催
す
る
展
覧
会（
公
募
に
よ
り
行
わ
れ
る

も
の
を
除
く
。）に
お
い
て
複
数
回
公
開
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
も
の

附　

則

こ
の
基
準
は
、法
の
施
行
の
日（
平
成
十
年
十
二
月
十
日
）か
ら
実
施
す
る
。

附　

則

こ
の
告
示
は
、令
和
三
年
四
月
一日
か
ら
施
行
す
る
。

第
七
条　

登
録
美
術
品
の
所
有
者
は
、次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、文

部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、遅
滞
な
く
、そ
の
旨
を
文
化
庁
長
官
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　
登
録
美
術
品
（
第
三
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
契

約
美
術
館
の
設
置
者
に
引
き
渡
す
前
に
、
当
該
登
録
美
術
品
の
全
部
若
し
く

は
一
部
が
滅
失
し
、
若
し
く
は
き
損
し
、
又
は
こ
れ
を
亡
失
し
、
若
し
く
は

盗
み
取
ら
れ
た
と
き
。

　

二　
登
録
美
術
品
公
開
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

　
（
契
約
美
術
館
の
設
置
者
の
報
告
等
）

第
八
条　

契
約
美
術
館
の
設
置
者
は
、次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、文

部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、遅
滞
な
く
、そ
の
旨
を
文
化
庁
長
官
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　
登
録
美
術
品
の
引
渡
し
を
受
け
た
と
き
。

　

二　
登
録
美
術
品
の
引
渡
し
を
受
け
た
後
に
、当
該
登
録
美
術
品
の
全
部
若
し
く
は一

部
が
滅
失
し
、若
し
く
は
き
損
し
、又
は
こ
れ
を
亡
失
し
、若
し
く
は
盗
み
取
ら
れ

た
と
き
。

　

三　
登
録
美
術
品
公
開
契
約
の
内
容
を
変
更
し
た
と
き
。

　

四　
登
録
美
術
品
公
開
契
約
が
終
了
し
た
と
き
。

２　

契
約
美
術
館
の
設
置
者
は
、文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、毎
年
度
、

登
録
美
術
品
の
公
開
及
び
保
管
の
計
画
を
作
成
し
、文
化
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、同
様
と
す
る
。

３　

契
約
美
術
館
の
設
置
者
は
、文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、毎
年
度
、

登
録
美
術
品
の
公
開
及
び
保
管
の
状
況
を
文
化
庁
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
（
美
術
館
の
設
置
者
の
あ
っ
せ
ん
）

第
九
条　

文
化
庁
長
官
は
、必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、登
録
美
術
品
公
開
契
約

が
締
結
さ
れ
る
よ
う
、登
録
美
術
品
の
所
有
者
に
対
し
、美
術
館
の
設
置
者
の
あ
っ
せ

ん
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
情
報
の
提
供
等
）

第
十
条　

文
化
庁
長
官
は
、国
民
の
登
録
美
術
品
を
鑑
賞
す
る
機
会
の
拡
大
を
図
る
た

め
、登
録
美
術
品
の
所
在
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
（
登
録
美
術
品
の
公
開
等
に
関
す
る
指
導
等
）

第
十
一条　

文
化
庁
長
官
は
、契
約
美
術
館
の
設
置
者
に
対
し
、登
録
美
術
品
の
公
開
又

は
保
管
に
関
し
必
要
な
指
導
又
は
助
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
国
が
所
有
権
を
取
得
し
た
登
録
美
術
品
の
公
開
）

第
十
二
条　

国
は
、登
録
美
術
品
の
所
有
権
を
取
得
し
た
と
き
は
、当
該
美
術
品
を
美

術
館
に
お
い
て
積
極
的
に
公
開
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
（
文
化
財
保
護
法
の
特
例
）

第
十
三
条　

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
公
開
及
び
保
管
の
計
画（
同
項

後
段
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、そ
の
変
更
後
の
も
の
。次
項
に

お
い
て
同
じ
。）に
従
っ
て
契
約
美
術
館
の
設
置
者
が
行
う
登
録
美
術
品（
第
三
条
第

二
項
第
一号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
公
開
に
関
す
る
文

化
財
保
護
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、当
該
計
画
又
は
そ
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
こ
と
を
も
っ
て
、同
法
第
五
十
三
条
第
一項
本
文
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、同
条
第
三
項
中「
第
一項
の
許
可
を
与
え
る
場
合
に
お
い
て
、そ

の
許
可
の
条
件
と
し
て
、許
可
に
」と
あ
る
の
は「
契
約
美
術
館
の
設
置
者（
美
術
品
の

美
術
館
に
お
け
る
公
開
の
促
進
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
九
号
）第

四
条
に
規
定
す
る
契
約
美
術
館
の
設
置
者
を
い
う
。次
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
同
法

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
美
術
品
の
公
開
及
び
保
管
の
計
画
の
届
出（
同

項
後
段
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
変
更
の
届
出
を
含
む
。）を
し
た
場
合
に
お
い
て
、当

該
届
出
に
」と
、同
条
第
四
項
中「
第
一項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
前
項
の
許
可
の
条

件
に
」と
あ
る
の
は「
契
約
美
術
館
の
設
置
者
が
前
項
の
指
示
に
」と
、「
許
可
に
係
る

公
開
の
停
止
を
命
じ
、又
は
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
」と
あ
る
の
は「
公
開
の
停
止
を

命
ず
る
こ
と
」と
す
る
。

２　

契
約
美
術
館
が
文
化
財
保
護
法
第
五
十
三
条
第
一項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
公
開

承
認
施
設
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
公
開

及
び
保
管
の
計
画
に
従
って
当
該
契
約
美
術
館
の
設
置
者
が
当
該
契
約
美
術
館
に
お

い
て
行
う
登
録
美
術
品
の
公
開
に
つい
て
は
、同
法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
は
適

用
し
な
い
。

　
　

附　

則　
　

抄

　
（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
法
律
は
、公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
検
討
）

２　

政
府
は
、こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、こ
の
法
律
の
施
行

の
状
況
、美
術
品
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
等
を
勘
案
し
、美
術
品
の
登
録
に
係
る

制
度
に
つい
て
検
討
を
加
え
、必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、そ
の
結
果
に
基
づ
い
て

所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則（
平
成
十
一年
十
二
月
二
十
二
日
法
律
第
一六
〇
号
）抄

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
法
律（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。）は
、平
成
十
三
年
一月
六
日
か
ら

施
行
す
る
。

　
　
　

附　

則（
平
成
十
二
年
五
月
三
十
一日
法
律
第
九
十
一号
）抄

　
（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
法
律
は
、商
法
等
の一部
を
改
正
す
る
法
律（
平
成
十
二
年
法
律
第
九
十
号
）の

　

美
術
品
の
美
術
館
に
お
け
る
公
開
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
六
月
十
日
法
律
第
九
十
九
号
）

最
終
改
正　

平
成
十
二
年
五
月
三
十
一日
法
律
第
九
十
一号

　
（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、美
術
品
に
つい
て
登
録
制
度
を
実
施
し
、登
録
美
術
品
の
美
術

館
に
お
け
る
公
開
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
って
、国
民
の
美
術
品
を
鑑
賞
す
る
機
会
の

拡
大
を
図
り
、も
って
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
法
律
に
お
い
て
、次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

一　
美
術
品　

絵
画
、
彫
刻
、
工
芸
品
そ
の
他
の
有
形
の
文
化
的
所
産
で
あ
る
動

産
を
い
う
。

　

二　
美
術
館　

博
物
館
法（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）第
二
条
第
一項

に
規
定
す
る
博
物
館
又
は
同
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
博
物
館
に
相
当
す

る
施
設
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設
の
う
ち
、美
術
品
の
公
開
及
び
保
管
を
行
う
も

の
を
い
う
。

　

三　 

登
録
美
術
品　

次
条
第
一項
の
登
録
を
受
け
た
美
術
品
を
い
う
。

　

四　
登
録
美
術
品
公
開
契
約　

登
録
美
術
品
の
所
有
者
が
美
術
館
の
設
置
者
に
対

し
て
登
録
美
術
品
を
引
き
渡
す
こ
と
を
約
し
、美
術
館
の
設
置
者
が
美
術
館
に
お

い
て
当
該
登
録
美
術
品
を
公
開
す
る
こ
と
を
約
す
る
契
約
で
あ
っ
て
、次
の
要
件

を
満
た
す
も
の
を
い
う
。

　
　

イ　
五
年
以
上
の
期
間
に
わ
た
って
有
効
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ロ　
当
事
者
が
解
約
の
申
入
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
定
め
が
あ
る
こ
と
。

　

五　
公
開　

公
衆
の
観
覧
に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。

　
（
美
術
品
の
登
録
）

第
三
条　

美
術
品
の
所
有
者
は
、そ
の
美
術
品
に
つい
て
文
化
庁
長
官
の
登
録
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

２　

文
化
庁
長
官
は
、前
項
の
登
録
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、当
該
申
請
に
係

る
美
術
品
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
り
、か
つ
、当
該
美
術
品

に
係
る
登
録
美
術
品
公
開
契
約
が
確
実
に
締
結
さ
れ
る
見
込
み
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　

二　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、世
界
文
化
の
見
地
か
ら
歴
史
上
、芸
術
上
又
は
学

術
上
特
に
優
れ
た
価
値
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３　

文
化
庁
長
官
は
、前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
し
た
と
き
は
、遅
滞
な
く
、そ
の
旨

を
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、登
録
の
申
請
そ
の
他
登
録
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

　
（
契
約
美
術
館
の
設
置
者
の
義
務
）

第
四
条　

登
録
美
術
品
公
開
契
約
を
締
結
し
た
美
術
館
の
設
置
者（
以
下「
契
約
美
術

館
の
設
置
者
」と
い
う
。）は
、登
録
美
術
品
を
積
極
的
に
公
開
し
、か
つ
、善
良
な
管

理
者
の
注
意
を
も
って
そ
の
保
管
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
承
継
）

第
五
条　

登
録
美
術
品
の
所
有
者
に
つい
て
相
続
、合
併
又
は
分
割（
登
録
美
術
品
を
承

継
さ
せ
る
も
の
に
限
る
。）が
あ
っ
た
と
き
は
、相
続
人
、合
併
後
存
続
す
る
法
人
若
し

く
は
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
分
割
に
よ
り
登
録
美
術
品
を
承
継
し
た

法
人
は
、そ
の
登
録
美
術
品
の
所
有
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
美
術
品
の
所
有
者
の
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、遅
滞
な

く
、そ
の
旨
を
文
化
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
登
録
の
取
消
し
）

第
六
条　

文
化
庁
長
官
は
、次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
又
は
登
録
美
術

品
の
所
有
者
か
ら
第
三
条
第
一項
の
登
録
の
取
消
し
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、登
録

美
術
品
に
つい
て
そ
の
登
録
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　
登
録
美
術
品
が
第
三
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と

認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

二　
登
録
美
術
品
の
所
有
者
が
、第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日

か
ら
三
月
以
内
に
、当
該
登
録
美
術
品
に
つ
い
て
美
術
館
の
設
置
者
と
の
間
で
登

録
美
術
品
公
開
契
約
を
締
結
せ
ず
、又
は
当
該
登
録
美
術
品
に
係
る
契
約
美
術

館
の
設
置
者
に
当
該
登
録
美
術
品
を
引
き
渡
さ
な
い
と
き
。

　

三　
登
録
美
術
品
が
美
術
館
に
お
い
て
公
開
さ
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

四　
登
録
美
術
品
公
開
契
約
が
終
了
し
た
と
き（
そ
の
終
了
に
際
し
、登
録
美
術
品
の

所
有
者
が
、当
該
登
録
美
術
品
に
つい
て
、美
術
館
の
設
置
者
と
の
間
で
登
録
美
術

品
公
開
契
約
を
締
結
し
、か
つ
、当
該
登
録
美
術
品
を
当
該
美
術
館
の
設
置
者
に

引
き
渡
し
た
と
き
を
除
く
。）。

　

五　
登
録
美
術
品
の
所
有
者
が
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け

た
と
き
。

２　

文
化
庁
長
官
は
、前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、遅
滞
な
く
、

そ
の
旨
を
登
録
美
術
品
の
所
有
者
及
び
契
約
美
術
館
の
設
置
者
に
通
知
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
（
登
録
美
術
品
の
所
有
者
の
報
告
）



令和3年4月1日の
登録基準の改正により、

登録対象が拡大し、制作者が
生存中である美術品のうち
一定のものが加わりました。登録美術品制度とは

登録美術品制度は、
平成10年6月10日に制定された
「美術品の美術館における
公開の促進に関する法律」の

施行に基づき、平成10年12月10日に
制度が発足しました。



①	 種類：絵画	
名称：ルエルの眺め	
制作者：クロード・モネ	
公開契約館：埼玉県立近代美術館	
写真提供：丸沼芸術の森

②	 種類：彫刻	
名称：清

せいしょう

宵	
制作者：米

よねは ら う ん か い

原雲海	
公開契約館：東京国立近代美術館

③	 種類：文字資料	
名称：色

いろがみぼくしょまんようしゅうまきのだいよんだんかん

紙墨書万葉集巻第四断簡〈（栂
とがの お ぎ れ

尾切）／（従
こ こ ろ に も

情毛）〉	
公開契約館：東京国立博物館

④	 種類：歴史資料	
名称：谷家貨幣資料	
公開契約館：九州国立博物館

⑤	 種類：複合資料	
名称：谷家能楽資料	
公開契約館：九州国立博物館

⑤

④

③

②

①

登録の対象となる美術品

登録される美術品は、多くの人がそ

の鑑賞機会を切望しているような貴

重な作品で、以下のいずれかの条

件を満たすものです。

■わが国の重要文化財や国宝に指

定されている作品。

■世界文化の見知から歴史上、芸

術上又は学術上特に優れた価値を

有する作品。

登録美術品の種類 絵画

複合
資料

歴史
資料

考古
資料

文字
資料

工芸品

彫刻

美術品
上記以外の

●登録美術品の所有者が個人のときは、相続が発生した場合、
相続税について、登録美術品で物納しやすくなります。
相続税法上、相続税を金銭で納付することが困難な場合、金銭以外の
相続財産で相続税を納付できるものとされていますが、その際の優先順位は、
第1順位　国債及び地方債又は不動産及び船舶及び上場株式等
第2順位　非上場株式等　第3順位　動産　であり、
一般の美術品は第3順位の動産に含まれます。
しかし、登録美術品を相続した場合には、一般の美術品とは異なり、物納の
優先順位が国債や不動産等と同等の第1順位となり、登録美術品で物納する
ことが容易となります。



どんなものが登録美術品になるのですか？

いくらくらいの美術品ならば登録してもらえるのですか？

我が国の需要文化財や国宝に指定されているものと、世界
文化の見地から歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値
を有するものが該当します。いずれも、多くの人がその鑑賞
の機会を切望しているような貴重なものが登録美術品とし
て認められることになります。なお、令和3年4月1日の登録基
準の改正により、登録対象が拡大し、制作者が生存中であ
る美術品のうち一定のものが加わりました。詳細な要件につ
いては、次の文化庁HPをご覧ください。
【https://www.bunka.go.jp/seisaku/bijutsukan_
hakubutsukan/torokubijutsuseido/gaiyo/】
また、申請にあたっては、その美術品が登録された場合に公開
することとなる美術館を見つけておくことが必要となります。

申請された美術品の登録の可否の決定については、あくまで
も歴史上、芸術上又は学術上の価値についての判断によって
行われます。また、登録の可否を決めるときには、その美術品
の価格を評価することはいたしません。


